
      ○大府市循環バス無料券交付事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大府市循環バス無料券（以下「ふれあいパス７０」という。）を交付す

ることにより高齢者の社会参加を促し、福祉の向上に寄与することを目的として実施する

大府市循環バス無料券交付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 ふれあいパス７０の交付の対象となる者は、本市に居住し、住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号）に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、

７０歳以上のものとする。 

（申請） 

第３条 ふれあいパス７０の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大府

市循環バス無料券（ふれあいパス７０）交付申請書（別記様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（無料券の交付） 

第４条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、ふれあいパス７０の交付を決定し、申請者に交付するものとする。 

（利用方法） 

第５条 前条の規定により、ふれあいパス７０の交付を受けた者（以下「受給者」という。）

は、大府市循環バスに乗車の際、ふれあいパス７０をバスの運転手に提示することによ

り、大府市循環バス運行に関する要綱第７条に規定する運賃を免除する。 

（譲渡等の禁止） 

第６条 受給者は、ふれあいパス７０を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第７条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ふれあいパス７０の交

付決定を取り消し、又は既に交付したふれあいパス７０を返還させることができる。 

⑴ 第２条に規定する対象者でなくなったとき。 

⑵ 前条の規定に違反したとき。 

⑶ 死亡したとき。 

⑷ 偽りその他不正の手段により、ふれあいパス７０の交付を受けたと認められるとき。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

  附 則 

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

 


